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こちらは令和元年度に改訂された、高齢者介護施設における感染対策マニュアル
です。
もし、ご覧になったことがない方は、ぜひご確認ください。

厚生労働省のHPからダウンロードすることができます。

レジオネラに関する加湿器の管理や、薬剤耐性菌での対応方法なども追加されて
ますので、是非お目通しください。
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このマニュアルの中には、平常時の対策がこのように記載されています。
この中から特に伝えたい部分を抜粋してお伝えします。
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まず、感染対策委員会の設置についてです。

マニュアルには感染の発生に備えて平時から感染対策委員会を設置する必要が
あると明記されています。

感染対策委員会はどのような頻度で、誰が実施しているかご存知でしょうか。

マニュアルの見直しや職員の研修など話し合われた内容があれば、施設内で職員
全員に共有される必要があります。
また、感染対策委員会が積極的に開催されていることで、感染症が発生した際に、

普段から顔の見える関係性が作れていたことから、感染症対応時の初動がスムー
ズにいったという声も聞きます。

ぜひ、この機会に、このような体制が施設内にあるのかを把握していただきますよ
うお願いいたします。
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また、感染症対策においても、感染症の発生に備えて、地域の感染症発生動向を
把握することも重要です。
高齢者介護施設における感染対策マニュアルの18ページに
国や自治体が公表する感染症発生動向の情報が載っています。

ぜひ日頃から定期的に情報収集してリスクを予測しておくことをお勧めします。
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施設内の衛生管理についてですが、これは施設内の清掃や消毒全般をさしていま
す。

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」の27ページに記載されている嘔吐
物処理について説明します。

嘔吐物の処理ですが、嘔吐物などにはウイルスが大量に存在する可能性がありま
す。

ノロウイルスなどは少量のウイルスで感染しますし、空気中に乾燥して吸い込むこ
とでも感染しますので、
すばやく、適切に処理することが大切です。

使用後の手袋やマスク、エプロンなどは正しく外し、処理後はしっかり手を洗いま
しょう。
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全ての嘔吐物は、感染性のものとして処理し、次亜塩素酸ナトリウムを使って、半
径２ｍ以上を消毒します。

嘔吐等が発生した場合には、複数人で対応してください。

清潔部分と汚染部分を区別しながら消毒するためには、複数名で消毒を行う必要
性があります。

１名は汚染部分に入って、吐物消毒を行う人、他１名は消毒に浸された新聞紙やタ
オルを渡す介助や換気を行うなど

準清潔者としての介助が求められ、清潔区域と汚染区域をわけることがポイントで
す。
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感染対策の基本を既にお伝えしていますが、そのためにも標準予防措置策（スタン
ダードプリコーション）に基づいた対応は非常に大切です。

全ての患者、施設ですと入所者や利用者となりますが、血液、体液、分泌物、嘔吐
物、排泄物、創傷皮膚、粘膜などは、感染する危険性があるものとして取り扱わな
ければならないという考えです。

通常、入所者や利用者のケア等をする場合には、この考えを基に行っていただき
たいと思います。
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感染症の発生を予防するためには、感染経路を絶つがことがとにかく大切です。
これまでにお伝えした、平常時の対策をぜひ見直して頂ければと思います。

11



12



感染症発生時の報告基準についてです。

報告基準は大きく3つあります。
１つは、死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
2つ目に、10名以上または全利用者の半数以上

最後に、ア及びイに該当しなくても、通常の発生動向を上回る発生が疑われ、特に
施設長が報告を必要と認めた場合です。
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厚生労働省では、この場合には、保健所に報告し、指示を求めるようにという通知
を出しています。
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福祉保健センターに連絡する以外にも、所管課への報告が必要です。

報告先の所管課については、施設の形態により異なりますので、今一度ご確認を
お願いいたします。
まずは、電話で連絡していただき、様式での報告をお願いします。
連絡先が不明な場合は、こちらの検索から確認できます。
各施設の管轄によって、所管課が異なりますので、ご確認ください。
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様式は、こちらの介護保険事業者事故報告書です。
福祉保健センターには提出不要です。
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こちらの「感染症・結核等」にチェックをお願いします。
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福祉保健センターの調査時には、施設の見取図や入所者数、職員数等をわかるも
の、有症状者一覧（情報シート）、イベント日程表等をご準備いただいております。
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こちらが有症状者一覧（情報シート）です。
集団発生時にご提出をお願いしております。

集団発生すると、消毒やご家族への対応等、他の対応も多くなり、こちらがなかな
か記入できないことが多いようですが、こちらは、原因究明や検便協力者等検討に
活用するため、早急にご提出いただいております。

集団発生時等、現場での対応に専念していただくためにも、日々の健康チェックか
ら、いつから、どのような症状が、どのくらい出ていて、医師の診断を受けているの
かについて、確認していただければと思います。

もし、データでの送付をご希望の方がいらっしゃいましたら、メールでお送りします
ので、お声かけください。この対応は終息するまで連日状況報告して頂く形になり
ます。
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そして、最終発症者から3日間、新規発症者がない場合や、ベースライン以下に収
まったと確認できた場合には、終息となります。

調査の際に、ベースラインが不明の施設も多くありますので、平常時から、ベースラ
インを把握しておくことが大切です。
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報告基準を満たしていなくても、ご相談いただけます。

感染症は、一気に広がることがあるため初期の対応が肝心です。
早めにご相談ください。
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最後に、栄区役所では、手洗いチェッカーやノロウイルス対策についての書籍の貸
出を行っています。

書籍には、実際の嘔吐物処理の方法についてのDVDもついております。

是非こちらもあわせてご活用ください。
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ご心配、ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
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